
第１章 は じ め に

日本の民法には権利消滅に関する期間の規定が数多く設けられている｡

民法166条に
(１)
規定される消滅時効や改正前民法566条

(２)
（以下，2017年改正
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説

当事者間で合意された期間の性質
消滅時効期間 (�����de prescription extinctive) と

訴権消滅期間 (�����de forclusion)

川 上 生 馬

法と政治 70巻 4号 (2020年 2月) 41(1119)

(１) 第166条

１項 債権は, 次に掲げる場合には, 時効によって消滅する｡

１号 債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間

行使しないとき｡

２号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき｡

２項 債権又は所有権以外の財産権は, 権利を行使することができる時か

ら20年間行使しないときは, 時効によって消滅する｡

３項 前２項の規定は, 始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有す

る第三者のために, その占有の開始の時から取得時効が進行するこ

とを妨げない｡ ただし, 権利者は, その時効を更新するため, いつ

でも占有者の承認を求めることができる｡

(２) 第566条 (改正前)

１項 売買の目的物が地上権, 永小作権, 地役権, 留置権又は質権の目的

である場合において, 買主がこれを知らず, かつ, そのために契約
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以前の規定については「改正前」を付す｡）に規定される売買の目的物の

瑕疵担保責任に関するいわゆる除斥期間などである｡ これまで, 民法上の

各種期間についての様々な研究がなされてきたが
(３)
, 契約当事者が合意によ

り変更できる期間の対象として, 時効期間や除斥期間を考察したものはほ

とんどみられない｡ 他方で, 取引実務では, 広く権利行使期間に関する取

り決めが約款上行われているとされる｡
(４)
しかしながら, その内容は定めら

れた期限までに請求しなければならないといった文言となっており, 当該

期間満了の法的効果は明示されていないのが一般ではないであろうか｡ 古

い判例ではあるが, 権利行使期間に関する合意について争われた大審院昭

和２年８月３日判決では, 被告会社の定款第31条 ｢当会社ハ株主配当金

ニ付支払期限ヨリ満五ケ年ヲ経過スルモ其ノ請求ナキトキハ之ヲ支払フノ

義務ヲ免ルモノトス｣ の有効性が争われた｡ 原審は, ｢時効期限ヲ短縮ス

ルコトハ啻ニ契約ノミナラス定款ヲ以テモ之ヲ為シ得ルモノナリ｣ として,

時効期間の短縮を認めた｡ これに対し, 大審院は, ｢当事者カ特約ヲ以テ

権利ノ行使期間ヲ制限シ一定ノ期間内ニ請求セサルトキハ其ノ権利ハ始ヨ

リ成立セサリシコトトナリ若ハ期間経過ト共ニ当然ニ消滅スヘシト定ムル
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をした目的を達することができないときは, 買主は, 契約の解除を

することができる｡ この場合において, 契約の解除をすることがで

きないときは, 損害賠償の請求のみをすることができる｡

２項 前項の規定は, 売買の目的である不動産のために存すると称した地

役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借

があった場合について準用する｡

３項 前二項の場合において, 契約の解除又は損害賠償の請求は, 買主が

事実を知った時から一年以内にしなければならない｡

(３) なかでも, 椿寿夫・三林宏編著『権利消滅期間の研究』(2006年, 信

山社) は, 外国法の概要に加え, 日本民法の期間に関する規定を網羅的に

分析したものである｡

(４) 法制審議会民法 (債権関係) 第12回会議 (道垣内幹事発言) など｡



コトハ苟モ其ノ権利ノ本質ニ反セス又公序良俗ニ背カサル限リ之ヲ為シ得

サルモノニ非ス而シテ斯ル場合ニハ当該権利ハ特約ニ因リ如上ノ特質ヲ帯

フルニ至ルモノト解シ得ヘクシテ必スシモ時効期間ノ短縮ヲ以テ目スルノ

要アルコトナシ此ノ事ハ株式会社ニ於テ利益配当金支払請求権ニ付本件ノ

如ク定款ヲ以テ其ノ行使期間ヲ限定シタルトキモ亦同様ニシテ株主ハ定款

所定ノ制限ノ下ニ権利ヲ行使スヘキモノト解スヘキナリ｣ として, 合意さ

れた期間については時効期間であると解釈する必要はなく, ただ当事者は

契約により, また, 定款によって権利行使を制限する特約を設けることが

できるとしている｡ しかしながら, 権利行使期間について合意することが

できるその根拠や時効制度に抵触しないのかということについては同判決

では言及されておらず, これについての研究もほとんど見られないのが現

状である｡
(５)

議論の一致を見ないものの, 従来, 時効制度は ｢社会秩序の維持｣, ｢立

証困難の救済｣, ｢権利の上に眠る者は保護しない｣ の３点に基づくもので

あると理解され, これらをもって時効制度は公益のための制度であるとさ

れてきたといえよう｡
(６)
時効期間が経過すると, これら３つの存在理由に支

えられ, 期間満了の効果として権利が消滅するとされ, その結果は正当化

されてきたのである｡

しかしながら, 仮に権利行使期間が当事者間で自由に定めることのでき

るものであり, その効果が時効期間満了と同じであるとするならば, その
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(５) 芦野訓和 ｢除斥期間と近似の期間｣ 椿寿夫・三林宏編著『権利消滅期

間の研究』(信山社, 2006年) 133�146頁において, 権利の存続期間に関す

る言及がみられる｡ そのほか, いわゆる権利消滅期間については同書にお

いて逐条的な検討がなされている｡

(６) 梅謙次郎『訂正増補民法要義巻之一』(有斐閣, 1984年, 明治44年版

復刻) 369頁, 富井政章『訂正増補民法原論第一巻』(有斐閣, 1985年, 大

正11年合冊版復刻) 625頁など｡



実はどうであろうか｡ 法定された時効期間が５年であるのに対し, 当事者

間の契約によりこれを１年としたとする｡ すると, 権利者は１年が経過し

た時点で権利を行使することができなくなり, 義務者は権利者から請求を

受けたとしても権利行使期間の満了をもって免責されることとなる｡ この

ような効果は一見すると時効期間満了の効果と一致するようにも思える｡

たしかに, これまでも日本において時効期間を合意により変更することは

認められるとする学説は多く存在している｡ とりわけ, 時効期間を短縮す

る合意については, 時効期間を合意により短縮することは時効の制度趣旨

に反しないため有効であるとする学説もあれば,
(７)
権利の行使可能期間を定

めることの自由を認めるべきであるため有効であるとするものや
(８)
, 時効制

度は片面的強行法規であり, 証拠の問題上, 延長は認めるべきではないが

短縮は認められるとするものな
(９)
ど, 理由は区々ではあるが, その有効性は

学説上長らく認められてきたものであるといえる｡ また, 時効期間に関す

る合意は認められないとしても, 権利行使期間に関する合意として読み替

えを行うことで, 当事者間の合意を有効なものとすべきとの考えなども見

られた｡
(10)
この中で, 本稿において注目しているのが, 権利の行使可能期間

や権利行使期間と呼ばれる期間である｡ 合意の可否の根拠について言及す

る際に, これら期間が引き合いに出されているが, そもそもこれら期間は

どのような権利に関する期間であるのかなど, これまで踏み込んだ議論は

なされてこなかったように思える｡

本稿は, この問題を考察するための１つの参考として, 時効期間および
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(７) 金山正信『民法総則』(ミネルヴァ書房, 1956年) 253頁｡

(８) 岡松参太郎『註釈 民法理由 上巻 総則編』(有斐閣, 訂正12版, 1899

年) 373�374頁｡

(９) 中島玉吉『民法釈義巻之一』(金刺芳流堂, 1915年) 812�813頁, 幾代

通『民法総則』(青林書院, 1984年) 548�549頁｡

(10) 舟橋諄一『民法総則』(弘文堂, 第５版, 1955年) 171�172頁｡



訴権消滅期間 (�����de forclusion) の区別についての議論があるフランス

法の状況 (主に2008年改正後の状況) について, 判例・学説を概観する｡

フランスにおいては古くから時効期間とそれに類似する期間に関する議論

が行われており, 2008年時効法改正の目的にも類似した期間の整理が挙

げられていた｡ そこで, 改正時にどのような議論がなされたのか, そして

改正によりどのようなすみわけがなされ, 両期間に関する合意はどのよう

に取り扱われているのかを見ていくこととする｡ 以下では, 第２章におい

ては, フランス法における訴権消滅期間の概要について確認し, 次に, 第

３章において訴権消滅期間に関する合意についての判例および学説を考察

する｡ 最後に第４章にて本稿のまとめと今後の課題などについて言及した

い｡

第２章 訴権消滅期間 (�����de forclusion) の概要

第１節 2008年改正の経緯

第１款 改正直前の議論状況

古くから予定期間 (��������	�
) に関する議論は多くあるが, 本稿では

訴権消滅期間の合意による変更に焦点をあてるため, 2008年改正に大き

な影響を与えたと考えられる,
(11)
当時の状況をまとめた �������の ｢消滅

時効法の混沌 �Le chaos du droit de la prescription extinctive�｣ と題す

る論文をもとに当時の状況を概観する｡ 同論文の中の ｢予定期間の謎
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(11) P. Catala, AVANT-PROJET DE REFORME DU DROIT DES

OBLIGATIONS (Articles 1101 �1386 du Code civil) ET DU DROIT DE LA

PRESCRIPTION (Articles 2234 �2281 du Code civil) p. 171 ; B. Fauvarque-

Cosson et J. ��������, Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant ��	����

de la prescription en �������civile, Dalloz 2008 n�36, p. 2512 など, 草案の

趣旨説明や改正後の時効法解説を行った論文においても引用されるなど,

�������の同論文が改正に与えた影響は大きいといえると思われる｡



�L’enigme des �������	�
���｣ という節で, ������は, 根拠, 基準, 制

度の順で予定期間について言及しており, その中で訴権消滅期間について

も言及しているため, 以下, その順に従って概観していく｡

(１) 根拠
(12)

まず, 根拠について, ������は予定期間の根拠は理解しがたいもの

であるとしている｡ すなわち, 公序の概念はなぜある期間が公序であり,

またある期間が私的秩序 (ordre �	���) であるのかを説明していないとす

る｡ また, 債権者の懈怠に基礎を置く制裁 (sanction) の概念は一見した

ところ魅力的であるが, なぜ無能力者 (���������) のための時効期間の

停止が拒まれるのか説明していないとする｡
(13)
すなわち, 無能力者は単独で

権利を行使することができないからこそ, 時効期間については停止すると

されているのであり, また, それは訴権についても同じであるにもかかわ

らず, 訴権消滅期間については無能力者であったとしても期間が進行し,

期間が満了すれば訴権消滅という効果が発生してしまうことを疑問視して

いる｡ そして, 時効期間と訴権消滅期間の２つの概念は, それらを説明す

る何かを明らかにすることなく, 概念のある程度の理解しか説明されてい

ないと批判する｡
(14)
要するに, ������は両期間の明確な区別基準が示さ

れることなく, 両期間が運用されていることに疑問を呈しているものとい

えよう｡

(２) 基準
(15)

次に, 基準について, なぜある期間が予定期間であるのか分かっておら

当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
た
期
間
の
性
質

46(1124) 法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)

(12) A. ������, Le chaos du droit de la prescription extinctive, in �������L.

Boyer, Toulouse, 1996, p. 130�131.

(13) Ibid.

(14) Ibid.

(15) �������supra note 12, p. 131.



ず, 正確にどの期間が存在しているのかを決定することができていないの

で, 時効期間と予定期間の区別の基準も曖昧であると述べている｡ 実際,

同一の期間であっても時効期間とされることもあれば予定期間とされるこ

ともあるばかりでなく, おそらく同じ概念に基づく時効期間よりも長い期

間の予定期間も存在していると
(16)
して, 単に期間の長さだけで時効期間であ

るか予定期間であるかを区別することが困難であることを示している｡ そ

のため, 結局は法律によって当該期間が時効期間であるのか訴権消滅期間

であるのかを指定することに任せざるを得ないとする｡ もっとも, 法律に

よる期間の性質の指定がなされていることは稀にはあるが, もっぱら言及

されていない状況にある｡ たとえ訴権消滅期間 (�����de forclusion), も

しくは失権期間 (����������	��
��) と明示している場合においても,

裁判所がその明示された期間を軽視して異なる性質の期間として決定する

場合もあると指摘する｡ その一例として, 破毀院全部会1977年１月14日

判決において, 航空運送業者に対して訴えるための期間であり, 経過すれ

ば失権の罰を受ける (sous peine de ���	��
��) ２年の期間は予定期間と

してはみなされないとされたものを挙げている｡
(17)
また, 期間の性質決定が

一度判例によりなされたとしても変更されることがあると指摘する｡
(18)

（３) 制度
(19)

最後に制度について, その不明瞭さが極みに達し, それゆえ, 裁判所が
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(16) 具体的には, 改正前民法典1648条の短い期間《bref �����》は予定期間

ではないが, 建物建築請負人の責任の10年の期間は予定期間であるとの説

明がなされている｡

(17) A. P. 14 janvier 1977, D. 1977, 89.

(18) 破毀院商事部1972年３月14日判決について破毀院商事部1991年10月10

日判決によって, 営業財産の販売 (vente) を非難する (attaquer) ための

１年の期間について方向転換 (revirement) が行われた｡

(19) ��
���
�supra note 12, p. 131�132.



明確な基準を見出すことができず, 個別具体的な判断を行っている状況に

あることを指摘している｡ 訴権消滅期間や失権期間は公序のためのもので

あり, 裁判官が職権でこれを処理することができるとされている｡ もっと

も, 予定期間として認められているレジオン (過剰損害：������)
(20)

による

取消 (rescision) 訴権の２年の期間について, 裁判所は裁判官の職権では

当該期間満了の効果を宣言できないと判断したことがあると指摘する｡ ま

た, 両期間は ｢訴権の提起に対しては一時的なるも, 抗弁の提起に対して

は永久的なり｡ “Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipien-

dum.”｣
(21)

の法原則 (�	
��) を免れるが, これについて２つの方向性を示す

裁判例を見つけることができるともする｡ さらに, 両期間は停止すること

ができないが, ｢訴え得ざる者に対しては時効は進行しない。“Contra non

valentem agree non currit praescriptio.”｣
(22)

の法原則を妨げることなく, 無能

力者のための停止にしか適用される価値がないとする｡

最後に, それらは中断することはできないが, その表現は曖昧であると
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(20) 双務契約の当事者については相互の給付の間に, 分割の当事者につい

てはそれぞれの取得分の間に, 不平等が存することにより被る損害を過剰

損害という｡ 山口俊夫『フランス法辞典』(東京大学出版会, 2002年) 331

頁｡

(21) 原告として訴権を行使することは一定期間内に限られるが, これに反

し, 被告はみずから欲するときに原告が訴権を甲押しすることを求め得な

いから, 訴権に対応するすべての抗弁は永久的に対抗が可能である｡ 例え

ば, 契約解除の訴権の消滅時効は10年であり, 10年経過後に利害関係人に

対して契約の履行を訴求するときは利害関係人はなお無効の抗弁をもって

対抗することができる｡ (山口・前掲注(20) 647頁)

(22) フランス法の同法原則については, 香川崇 ｢消滅時効の起算点・停止

に関する基礎的考察―フランス法における『訴えることのできない者に対

して時効は進行しない (Contra non valentem agere non currit praescriptio)』

の意義 (1) (２・完)｣ 富大経済論集54巻１号, 同３号，69�110頁, 461�
501頁 (2008�2009年) などに詳しい｡



し, 裁判所への呼出しにより中断することは明白であり, 手続き中は期間

は進行し続けないとする｡ ただし, 他の中断方法については訴権消滅期間

に効果がなく, 予定期間は承認によっても差押前支払催告 (commande-

ment)
(23)
によっても, また同じく支払命令 (injonction de payer)

(24)
や無管轄

の裁判官への呼出しによっても中断しないとする｡ この趣旨に固執する近

時の判決はそのうえで, 破毀院が無頓着に (���������	
) (旧) 2244条の

1985年の改正 (�����
���) (｢差押前支払催告, 差押えは時効および訴え

のための期間をも中断する｣) を無視していると示す｡ ただ, かかる点に

ついては具体的な判例などに言及が及んでいない｡

このように, ��	���	
は改正前における予定期間 (訴権消滅期間を含

む) に関して, まずその根拠が不明瞭であり, 時効期間と予定期間につい

ては正確な区別なく運用がなされていることを指摘し, 次に, 時効期間と

予定期間の区別基準についても正確なものが示されていないため, 裁判所

の判断が分かれている状況にあることを指摘している｡ そして予定期間と

いう制度そのものが不明瞭であるため, 時効の中断や停止に関する規定の

適用の有無についても混乱が起こっているとしている｡

第２款 カタラ草案

以上のような混沌とした状況を解消しなければならないことは, 2008

年改正法の草案であるカタラ草案においても指摘されていた｡ カタラ草案

においては, 時効期間の見直しや時効期間の合意による変更についてなど,

時効制度の大幅な改正が提案されていた｡ 訴権消滅期間については, 時効
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(23) 債務の弁済催告であり, 当該通達行為の債務名義につき債務者を付遅

滞に付し, 差押の執行を予告する弁済の催告を指す｡ (山口・前掲注(20)

89頁)

(24) 裁判官による金銭債務の履行命令 (山口・前掲注(20) 291頁)



に関する規定の草案を担当した Malaurie が, カタラ草案の概要をまとめ

た報告書の中で言及している｡ すなわち, 時効に類似した期間として,

｢予定期間 (�������	�
��), 訴権消滅期間 (������de forclusion), 保証期

間 (������de garantie), 手続期間 (���������	����	�) があり, これら

の期間の曖昧さ (incertitude) が頻繁に起こる訴訟の一因となっている｣
(25)

と指摘している｡ しかしながら, 具体的な問題点についてまでは言及して

おらず, また, 同報告書で示された条文案では訴権消滅期間に関するもの

は何も提案されていなかった｡

第３款 元老院第一読会

(１) 予定期間に関する現状分析

元老院第一読会では, ｢予定期間 (�������	�
��) の謎｣ として, まず,

判例や学説により予定期間と性質決定されている期間は, より厳格に合目

的性や制度によって時効とは違うものとみなされているとする｡ しかしな

がら, 判例や学説はフランス法の大きな謎の１つとされているとする｡ 実

際, 合目的性の基準 (�	���	�) および期間 (��	��) の根拠については次

のような理由で, 時効期間と予定期間を区別するには十分なものではない

とする｡ つまり, 前者については, 時効が取得または解放の手段であり,

予定期間が一般的に訴えのための期間 (訴権消滅期間に帰着し, かつては

失権 (���������) と呼ばれていたもの) として解釈されること, および,

後者については一般に予定期間は短期のものであるが, 予定期間ではない

短い期間もあることから, 区別する際の根拠としては不十分であるとする｡

そのうえ, 予定期間に適用される時効期間の規定よりもより厳格と考えら

れている規定は画一的 (uniforme) でなく, それらの違いは次第に判例に
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(25) Avant projet, supra note 11, p. 171�172.



よって捨象されたとする｡ さらに, 予定期間は中断せず, また停止せず,

そして公序のためのものであるので, 裁判官によって職権で処理されなけ

ればならないとし, 合意による変更の対象とはなり得ないということを肯

定してきた慣習がある｡ しかし, 時効期間との対立 (opposition) はまだ

決して決着のつけられたものではないとするなど, 時効期間と予定期間の

区別が曖昧であることは法的安定性を大きく損なうものであるとされてい

る｡
(26)

以上のように, 元老院第一読会においても訴権消滅期間を含む予定期間

と時効期間との区別が曖昧であることが指摘されており, 委員会で提案さ

れた条文案の検討へと議論は移っていく｡

(２) 条文案の検討

条文案では, 訴権消滅期間 (すなわち予定期間) は, 異なる規定を除け

ば, 時効に関する規定の適用を受けない旨を民法典に明示することが提案

されており, この解決は一見すると情報委員会 (la mission d’information)

の提示した案 (場合によっては特別な規定を維持しつつも, 訴権消滅期間,

予定期間が時効期間の規定と同じ規定に服することの原則を置くとする

案)
(27)
に反しているように思われるとする｡ しかしながら, 以下の理由から

反対の規定を置く場合以外には適用がないとする条文案を支持している｡
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(26) Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de

���������	
, du suffrage universel, du �����
�et d’administration ��
����

(1) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques HYEST portant ���	��de la

prescription en ������civile, Par M. Laurent ������, N�83 4 ｢���
���des

������������｣

https://www.senat.fr/rap/l07�083/l07�083_mono.html

(27) Recommandation n�16 : poser le principe de la soumission des ������dits

de forclusion ou ������au ��������que ������dits de prescription, tout en

conservant au cas par cas des ���������������.



すなわち, 今現在存在している予定期間のすべてを調査することは不可能

であること, および, 2008年時効法改正案の中で, 予定期間の妥当性に

つき個別具体的に検討せずに予定期間の固有の規定に終止符を打とうとす

る試みは危険であることから, 情報委員会の案に反対している｡ そのため,

正確に予定期間にも適用される時効に関する規定を列挙することにより,

提案された条文は現在よりも法的安定性を向上させることを可能としてい

るとする｡
(28)

かくして, 元老院第一読会は, ｢訴権消滅期間には, 法律による異なる

規定がない限り, この章の規定は適用されない｡｣ とする条文案を示し,

次に同規定の内容について以下のように説明する｡

上記の条文は, 訴権消滅期間, 同じく予定期間お
(29)
よび失権期間について

は, 法律に異なる定めがない限り, 時効の章の規定が適用されないとする

ものである｡ 報告者は, 一般報告において, これら期間の特色, 特定の困

難性, および時効期間との明確な区別の利益を強調していた｡ 委員会によ

り提案された規定は, 経過規定法 (droit transitoire) と消滅時効の中断の

うち裁判上の請求と強制執行についてのみ訴権消滅期間に適用があるとい

うものである｡ その結果, 訴権消滅期間は法律により定められるか, さも

なくば判例により定められる固有の起算点を持たなければならず, また,

停止する余地も合意により変更する余地もないこととなるとしている｡
(30)
そ
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(28) Rapport N�83, 2 ｢�������	
que les �����de forclusion ne sont pas

soumis au 
����	de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires.｣

https://www.senat.fr/rap/l07�083/l07�083_mono.html

(29) 元老院第一読会では, 一方で訴権消滅期間と予定期間を ｢すなわち｣

で言い換えている場面もあれば, 他方で, このように訴権消滅期間と並列

して予定期間の語を用いるなど, 訴権消滅期間 (forclusion) の語の指す

内容が統一されていない｡

(30) なお, Hyest による提案 (https://www.senat.fr/leg/ppl06�432.html) に



の後, 国民議会においても元老院第一読会と同じ内容の議論が展開されて

いる｡
(31)

第２節 訴権消滅期間の概要

以上のような紆余曲折を経て定められた訴権消滅期間に関する民法典

2220条は, ｢訴権消滅期間には, 法律による異なる (contraire) 規定がな

い限り, この章 (時効の章：筆者注) の規定は適用されない｣ との規定を

設けている｡ 時効の章の中で, 訴権消滅期間に適用が認められるものとし

ては, 裁判上の請求による時効の中断を定めた2241条や
(32)
強制執行による

時効の中断を定めた2244条が
(33)
挙げられる｡ 他方, 訴権消滅期間満了につ

いて裁判官は職権でこれを処理することができるとしたり, 起算点が固有

の規定によって別途定められている点では, 訴権消滅期間に特有の制度が

存在することとなる｡
(34)
ただし, 2008年６月17日の法律の時効法改正部分

の紹介を行った《Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant�������de la

prescription en ��	
���civile》では, フランス法の複雑さは期間の多様性
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は訴権消滅期間に関するものは一切存在しなかったと指摘されている｡

(https://www.senat.fr/rap/l07�083/l07�083_mono.html)

(31) Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la

����������et de l‘administration������de la���������sur la proposition de

loi ((N�433), ������par le ����, portant ������de la prescription en

���� ��civile, par M. !����Blessig, "���.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0847.asp

(32) フランス民法第2241条１項

｢レフェレと同じく裁判上の請求は, 時効期間および訴権消滅期間を中断

する｡｣

(33) フランス民法第2244条

｢時効期間または訴権消滅期間は, 強制執行によっても中断する｡｣

(34) C. Biguenet-Murel, Dictionnaire de la prescription civile, Editions Francis

Lefebvre, 2010 p. 202�203.



のみならず期間の性質の多様性にも由来するものであるとし, とりわけ予

定期間または訴権消滅期間は際限なき混乱の原因であるとする｡ かかる点

にくわえて, 2008年法はこの点に関してほとんど十分ではないとして,

改正によっても期間の複雑さが解消されていないと評価している｡
(35)

このように, フランス法において訴権消滅期間について時効期間と区別

する旨の規定が設けられるなど, 一部改正が行われたものの, その内容は

不十分なものであると評価されていた｡ このような改正の後, 訴権消滅期

間に関する合意についてはどのように捉えられているであろうか｡ 元老院

での改正論議においても触れられていたが, 訴権消滅期間については民法

典2254条の適用がなく, 当事者が合意により当該期間を変更することは

できないと説明されている｡
(36)
同条１項の規定は, 当事者は１年から10年

の間で時効期間を自由に定めることができるというものである｡ 旧フラン

ス時効法に
(37)
おける裁判例および学説は, 時効期間の合意による変更を認め

ていたが, 時効期間の合意による過度な短縮については, これを禁じてい

た｡
(38)
また, 時効期間の合意による延長に関しては, 学説上, 一般の時効期
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(35) Fauvarque-Cosson et �������	, supra note 11, n
36, p. 2516.

(36) Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la

���	������et de l‘administration�������de la����������sur la proposition de

loi ((N
433), �������par le �����, portant �������de la prescription en

�������civile, par M. �����Blessig, ������.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0847.asp

Fauvarque-Cosson et �������	supra note 11, n
36, p. 2517.

(37) 2008年６月17日改正以前のフランス民法典の時効の規定を指す｡

(38) T. civ. Seine, 7e ch. 26 ���. 1929, Gaz. Pal. 1929, 1, p. 783, T. civ.

��������, 6 juill. 1954, Gaz. Pal. 1954. 2. p. 278, etc.

G. Baudry=Lacantinerie et A. Tissier,�� !"#"$#%�!&'(et pratique de droit civil :

De la prescription, Paris, 1895, n
98, p. 67, G. Marty et P. Raynaud, Droit civil,

T. 2, Paris, 1962, n
867, p. 869, etc.

フランス法の当時の状況については, 拙稿 ｢時効期間の合意による変更―



間を超えることはできないとされており, 30年の期間は公序のための期

間であるとされていた｡
(39)
カタラ草案においては, 上限期間が

(40)
10年とされ

ており, これが時効の最長期間とされていた｡ これを受けて, 時効期間の

合意による変更によって定めることのできる最長期間もまた10年に設定

されていたと考えられる｡
(41)

以上を踏まえると, まず, 合意により定めることのできる最短期間 (１

年) は過度に短い期間を当事者間で定めることで, 事実上権利を行使する

機会を奪わないことを目的として定められたものであるといえる｡ 他方で,

合意により定めることのできる最長期間 (10年) は, 長すぎる時効期間

が設定されることで, 債務者に長きにわたる証拠保全や訴追の可能性といっ

た過度な負担がかからないようにするという目的をもって定められたもの

であると考えられる｡
(42)
よって, 当事者間において, 一定期間の経過により

権利消滅をもたらす消滅時効の
(43)
期間を定める際, １年を下回るもの, また

は, 10年を超えるものは許容しがたいものであるがゆえに, 両限界期間
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2008年フランス時効法改正以前の議論を中心に｣ を参照されたい｡

(39) Baudry=Lacantinerie et Tissier, supra note 38, n�65, p. 49.

(40) 起算点や時効の中断・停止, 期間を変更する合意があったとしても,

あらゆる訴権は債務が発生した後10年で時効にかかる｡

(41) 最終的に, 上限期間については, 2232条で ｢時効の起算点の延期, 停

止または中断は, その効果として, 権利の発生の時から20年を超えて消滅

時効期間を伸張することができない｡｣ と定められたため, この点で上限

期間と時効の延長の限界期間とには開きが生まれたこととなる｡

(42) 2008年法改正の最大の目的は30年という長すぎる一般の時効期間の短

期化であったところ, 合意により従来のような期間を設けることができて

しまうと改正の趣旨が没却されるため, 10年が最長期間とされたと考えら

れる｡

(43) フランス民法第2219条

｢消滅時効は一定期間の権利者による権利不行使により生じる権利の消滅

の態様である｡｣



が設けられているのである｡ これに対し, 2254条の文言には ｢forclusion｣

の語が含まれておらず, 訴権消滅期間には同条の適用がないため, 当該期

間を合意により変更することはできないとの見解が改正論議の中で示され

ていた｡
(44)
また, 2008年の時効法改正に関する概説書においても, 訴権消

滅期間の項目において, 原則として予定期間は公序のためのものであると

考えられるため, いかなる合意による変更も禁じられているとし, いくつ

かの場面においては明示的にすべての変更条項が無効であることが規定さ

れているとする｡
(45)
そして, 改正により期間の中断が認められる場面が規定

されたとしても, 訴権消滅期間の性質には変更はなく, 合意による変更は

公序の性質を理由に認められないとする｡
(46)

第３節 小括

以上見てきたように, 2008年改正以前から訴権消滅期間の混沌とした

状況が続いており, 草案作成時においても混沌とした状況の解消の必要性

が示されてはいたが, 結果, 改正によっても訴権消滅期間に関する規定が

十分には整理されなかったとされている｡ ただし, その中でも2220条は

訴権消滅期間については特別の定めのない限り, 時効に関する規定の適用

がないことを示していた｡ 同条に従うと, 時効期間の合意による変更に関
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(44) Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de

���������	
, du suffrage universel, du �����
�et d’administration ��
����

(1) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques HYEST portant ���	��de la

prescription en ������civile, Par M. Laurent ������, N�83.

https://www.senat.fr/rap/l07�083/l07�083_mono.html.

(45) Biguenet-Maurel, supra note 34, p. 244. 具体例として, 完璧な完成,

建造者 (constructeur) の良い働きの10年の保証の及ぶ範囲を締め出し,

または制限することを目的とする条項を定めることは禁止されているとす

る｡ (フランス民法典1792条の５, 1792条の３)

(46) Ibid.



する2254条には ｢forclusion｣ の語が含まれないことから, 訴権消滅期間

については合意の余地はないように思われる｡ しかしながら, 裁判例上は

訴権消滅期間を合意により変更することが認められており, その際, 2254

条の適用がないため１年という下限の期間を下回る期間を定めることも可

能であるとしている｡ このような裁判例の考えは, 訴権消滅期間の合意に

よる変更が ｢公序｣ を理由に認められていないとされていたことと矛盾す

るのではないであろうか｡ そこで, 果たしてフランス法において訴権消滅

期間に関する合意はどのように理解されているのか, また, 時効期間の合

意による変更との差異は認められるのかを考察し, 訴権消滅期間に関する

合意の在り方について考えたい｡

第３章 訴権消滅期間の合意による変更に関する判例・学説

第１節 訴権消滅期間の合意による変更に関する判例

以下では, 訴権消滅期間に関する合意を破毀院として初めて認めた①商

事部2016年１月26日判決および②商事部2016年３月30日の判決を以下で

は取り上げる｡ この２つの判決を検討する理由は, 本稿の問題意識に対応

し得る破毀院判決は管見の限りこれら２つの判決に限定されるものと思わ

れるからである｡
(47)
そこで, 両判決をもって裁判所がいかなる判断基準をもっ

て時効期間であるか訴権消滅期間であるかの判断を行い, そして, 訴権消

滅期間に関する合意がなぜ有効とされているのかを確認したい｡
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(47) なお, ��������(A. ��������, Droit des obligations, LGDJ, 2017, 16e

�	
�
��, n�863 p. 664�665.) や ����(F. ����, Ph Simler et Y. Lequette,

Les obligations, Dalloz, 2019, 12e �	
�
��, n�1765 p. 1836.) の主要テキスト

や時効法について概要をまとめた Mignot (M. Mignot, Prescription

extinctive.-Dispositions ���������, JCI, Fasc. 10, 2017, n�123.) も①判決を

取り上げるにとどまっている｡



①破毀院商事部2016年１月26日判決
(48)

2004年11月２日, Ａ銀行がＢ会社に融資 (2006年９月30日まで) を行

い, Ｃを連帯保証人とした｡ Ａ銀行とＣとの契約においては, ｢融資の終

了の時から２年間, Ａ銀行はＣに対して訴えることができる｣ とされてお

り, 証書 (acte) は２年の期間は支払いの債務の名目で保証人に対して訴

えることを銀行に認めるために定められたものであることを明確にしてい

た｡ 2011年５月27日, Ａ銀行は保証契約に従い, Ｃの給与を差し押さえ

たところ, Ｃは, 2008年９月30日に期間が満了しており, 自身の債務は

存在しないと主張した｡ これにつき原審はＡ銀行の請求を認め, 保証人の

賃金の差押えを許可した｡ 原審によると, 保証人ＣがＡ銀行に支払訴権を

与えることを認めるための２年の延長された貸借の期間のために約束した

条項は, 時効期間の合意による変更を構成していて, この期間は2246条

の適用によって2007年６月26日に主たる債務者たるＢ会社に対して開か

れた集団訴訟の負債としてＡ銀行の債権の請求の効果によって中断してい

た｡ したがって, 当該手続きがまだ終わっていない結果, 保証人に対する

銀行の訴権は, ２年の合意された期間が中断されている間存在し続け, な

んら失権などの効果は生じていないというものであった｡ 原審の判断に対

し, Ｃは, 契約条項によると合意された期間は訴権消滅期間であり, 時効

期間についてのみ中断すると規定する2246条はこの場合適用されず, 原

審の判断は2246条の適用を誤っており, また, 旧1134条を
(49)
適用しなかっ

たとして, 破毀申立てを行った｡ これに対し破毀院は, AC 間の合意は銀

行が訴え出るための猶予 (期間) を定める (fixer) 目的でなされたもので

あり, 当該期間は訴権消滅期間であるため, 旧1134条により当該合意は
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(48) Cass. Com., 26 jan. 2016, Bull. Civ.Ⅰ, n�12, JurisData : 2016�001206.

(49) 判決当時は1134条であったが, 2016年の改正により現在は1102条に引

き継がれているため, 以下では ｢旧｣ を付すこととする｡



有効であると判示した｡

〈分析〉

本判決において, 訴権消滅期間について当事者は旧1134条を根拠に合

意により変更することができるとされている｡ しかし, 判決からは具体的

になぜ本件において合意された期間が訴権消滅期間といえるのか, また,

当該合意の有効性の判断基準などは示されていない｡ すくなくとも, 当事

者でなされた合意が公序に反しないものであるとの趣旨であることは理解

できるが, その内容は不明瞭なものとなっている｡

同判決に対する評釈では, まず, 本件において破毀院に示された問いは,

定められた期間内に債権者の訴える権利 (droit d’agir) を制限する条項の

性質とはいかなるものであるのか, および, 訴権消滅期間の条項の有効性

の２点であるとされている｡ そして, 同判決が2008年に時効法が改正さ

れて以来, はじめて明確に訴権消滅期間に関する条項の有効性を認めたも

のであるとされている｡
(50)

また, 破毀院商事部は ｢訴えるための権利に関する期間を定める条項｣

は, 訴権消滅期間に関する条項となるとするが, それは時効の短縮条項で

も同じに思えると Balat は指摘している｡ そして, 同判決の視点にたつな

らば, 両者に性質の違いがあることになるが, それは当事者が期間を定め

た時点での文言で決定されることとなるとする｡ しかし, 破毀院は両期間

の性質の違いなどについての説明は行っていないとも指摘する｡
(51)
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(50) N. Balat, ��������des clauses de forclusion, La semaine juridique entreprise

et affaires n	16�17, 2016, 1243.

(51) Ibid.



②破毀院商事部2016年３月30日判決
(52)

Ｘ会社が公認会計士の任務懈怠により生じた損害の賠償を当該公認会計

士の所属するＹ会社に求めた｡ これに対し，Ｙ会社は，本件損害はＸ会社

の監査役とＹ会社の代理人が参加した会議の日である2010年５月26日の

時点で明らかとなっているため，訴権消滅期間の起算点はその日となる｡

そして，契約条項には，賠償請求は損害の発生を知った日から３カ月以内

に行わなければならないと定めてあるため，Ｘ会社が賠償請求をした

2011年６月１日には，当該期間はすでに満了しており，Ｘ会社の請求は

認められないと主張した｡ この主張に対して，Ｘ会社は，３カ月という期

間はあまりに短い期間であり，2254条１項に違反していると反論した｡

これにつき破毀院は, 損害を知ってから訴えるまでの期間については，合

理的な (raisonnable) 期間があったと認められなくはなく，また，本件期

間は訴権消滅期間であるため，2254条の適用はないと判示した｡

〈分析〉

契約により定められた期間は３カ月であり, １年を下回っているが, 破

毀院は合理的な (raisonnable) 期間であるとしている｡ また, 破毀院は当

事者により合意された期間は訴権消滅期間であるとし, 時効期間と区別し

ている｡ しかしながら, いかなる根拠により本件において合意された期間

が訴権消滅期間であるといえるのか明らかにしていない｡ ①判決が示した

基準を用いた様子もみられないため，本判決から判断基準を見出すことは

困難であろう。
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(52) Cass. Com., 30 mars 2016, JurisData : 2016�006725.



〈まとめ〉

以上のように, 当事者間で合意された期間が時効期間であるのか訴権消

滅期間であるのかについては, ①判決で ｢訴えるための権利に関する期間

を定める条項｣ であるか否かという基準が示されていた｡ しかしながら,

この基準は, 実質的なものとは言い難いであろう｡ たとえば, 当事者が期

間を定める際に, ｢訴権｣ の語や ｢訴える｣ という語を用いれば2254条の

適用を避けることができ, そうでなければ同条の適用を受けることとなっ

てしまう｡ これでは法的安定性が確保されているとは言い難いのではない

であろうか｡ そこで, 以下では, いかなる基準をもって当事者間で合意に

より定められた期間が時効期間または訴権消滅期間であるかの判断基準を

明確にするため, 学説を概観する｡

第２節 訴権消滅期間の合意による変更に関する学説

時効期間と訴権消滅期間の区別については, Leveneur が破毀院第三民

事部2016年６月２日判決の
(53)
評釈の中で, 非常に重要な問題であると同時
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(53) Cass. 3e civ., 2 juin 2016, JurisData : 2016�010657.

概要：Ｘ夫妻は2009年10月13日, Ｙに区分所有の形で面積 131,07 m2の不

動産を売却した｡ しかし, Ｙが測量士 (�������	-expert) に依頼して測

定したところ, 105,10 m2しかなかった｡ そこでＹは2010年６月24日, 29

日, Ｘ夫妻を呼び出し, またＸ夫妻は不動産の免責について調査したＡ会

社そして不動産コンサルタントのＢ会社, そして不動産仲介業者を呼んだ｡

2010年10月７日のオルドナンスによりレフェレの裁判官は不動産の測量を

する鑑定士を指名した｡ その後, 鑑定士が行った測量の結果について記さ

れた2011年２月８日の報告書によると, 面積は 104,7 m2 であることが明

らかとなった｡ そこで, 同年10月11日, ＹはＸ夫妻に対して不動産の価格

の減額請求を行った｡ これに対し, X夫妻は1965年７月10日の法律第46条

に規定されている減額訴権の１年の期間が経過しているため, Yの請求は

認められないと反論した｡ 争点は, 当該期間に対し時効の停止の規定の適

用があるか否かであった｡



に, 警戒が必要であると警鐘を鳴らすなど, 両期間の区別の必要性が認識

されている｡
(54)

両期間の区別は, 期間に関する合意の有効性とも関連している｡ 2008

年時効法改正過程において議論されていたのと同じく, 訴権消滅期間につ

いては合意により変更できないとする学説がある｡
(55)
たしかに, 2254条は

訴権消滅期間の合意による変更については何も規定しておらず, 2220条

は, 時効に関する民法典第３編20章の条文は ｢異なる規定がない限り｣

訴権消滅期間には適用がないとしているため, 両条文をあわせると訴権消

滅期間については合意による変更が認められないように思える｡ たとえば,

Malaurie は, 単に訴権消滅期間は停止することなく, また, 合意により

変更することはできないとしている｡ そして, 破毀院判決後, 当事者は合

意によって訴権消滅期間の創出する (�����) ことが可能になったことに

言及した上で, 法政策の観点から, この自由は改正法が時効に関する諸規
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原審は, 1965年７月10日の法律第46条に規定されている期間は, 期間の経

過により立法者が予定していた制裁として失権の効力が生じる訴権消滅期

間 (����	de forclusion) であるとして時効期間の停止の規定の適用はない

としたが, 破毀院は, 同期間は時効期間であるとしている｡

なお, 同判決は当事者が期間についての合意を行った事案に関するもので

はないため, ここで取り上げるにとどめる｡

(54) Laurent Leveneur, 
���de forclusion ou de prescription : la qualification

est importante, CCC n�10, 2016, comm.205, p. 4�5.

Leveneurは, 時効期間であるか権利行使期間 (forclusion) であるかによっ

て, 中断・停止の規定の適用の可否が変わってくるため, 両期間の区別を

考えることが重要であると指摘する｡ そして, 本判決において, 当該期間

が訴権消滅期間 (����	de forclusion) であると判断されたとしてもそれは

決して驚くべきことではないとし, 今後の判例の蓄積を期待したいとする｡

(55) 主なものとして�����et al. supra note 47, n�1765 p. 1836 ; Ph. Malaurie,

L. �����et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ, 2016, 8e ��	�	��, n�1223

が挙げられる｡



範を変更する権限に課す制約とは両立しがたいものであると指摘する｡
(56)
以

上のように, 字義通りに解釈を行い, 訴権消滅期間については合意により

変更できないとする考えも見られる｡ しかしながら, これまで見てきた通

り, 判例上, 訴権消滅期間を合意により変更することは認められており,

Malaurie 自身も, 破毀院判決後, 当事者は合意によって訴権消滅の創出

する (�����) ことが可能になったと言及している｡ そのため, 訴権消滅

期間に関する合意が認められるか否かという議論から, 現在は, いかなる

基準をもって訴権消滅期間と時効期間を区別するかに議論が移っている｡

以下では, 2008年改正後に訴権消滅期間に関する合意の中で, 両期間の

区別に言及した学説について概観する｡

時効期間と訴権消滅期間との区別について論じた ���	
���によれば,

消滅時効は, 期間の経過によって権利の消滅を証明するものであると定義

されており, 破毀院も時効に推定の機能, それゆえ証明の機能があるとの

判断を行っていたと紹介する｡
(57)
くわえて, 時効の中断は, 期間経過による

証明という目的が転覆されることにより正当化されるものであるとする｡
(58)

他方で, 訴権消滅期間は, 迅速ではない行動を制裁する概念に基づくもの

であるとされており, その特徴が顕著に表れているものとして控訴のため

に設けられている１カ月の期間 (民事訴訟法典538条) を例に挙げる｡
(59)
訴

権消滅期間についてはこのほかにも, ｢訴権消滅や失権は民事手続期間の

制裁｣
(60)
であったり, 法律用語辞典においても, ｢訴権消滅期間は定められ
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(56) Malaurie et al. supra note 55, n�1223.

(57) F. ���	
���, La distinction des �����de prescription, butoir et de forclusion,

LPA, 2009, p. 3�4.

(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01141901/document)

(58) ���	
���, supra note 57, p. 4.

(59) ���	
���, supra note 57, p. 7.



た期間内での手続行為の実行の欠如の制裁である｣ や,
(61)

｢訴権消滅期間は

法定期間, 合意された期間, 裁判の ( judiciaire) 期間内の実行の欠如の

ために権利または訴権に適用される制裁である｣
(62)
と定義されるなど, 期間

内に訴権を行使しなかったことに対する制裁として訴権が剥奪されるとの

理解が広くなされているといえる｡

(�) Balat は, ①判決の評釈において, 以下のように述べる｡ すなわち,

2008年６月17日の法律により定められた2254条は明白に消滅時効期間を

合意により変更する条項の有効性を認めており, これにより同じく当事者

は条文により定められていない合意による時効を創出する自由をも持つと

推論されるとする｡ そして, 合意による訴権消滅期間を構成する条項は,

当事者が何から何まで作る条項であって, 訴権消滅期間は権利の実行

(exercice) を制限するためのものであるという立法者の理解や規定の予

測外の性質を有するようになっていると指摘する｡ また, 訴権消滅期間を

創出する条項は当事者が条文によりすでに定められている訴権消滅期間を

合意により変更する条項とは区別され得るものであるとする｡ くわえて,

合意によって訴権消滅期間を作り出すことが認められていることを基礎と

する当事者は, 条文により定められる強行的でない (non ��������	) 訴権

消滅期間を合意によって変更することの自由も認められると解釈しており,

その根拠は合意の自由を定める旧1134条に求められるとする｡ さらに,

訴権消滅期間の条項の有効性を拒否することは, 法政策 (politique

juridique) の面で, 決定的な理由なしに古くから認められてきた有効な方
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(60) Mignot, supra note 47, n
112.

(61) R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2020, LexisNexis, 11e

��., 2019, p. 265.

(62) G. Cornu, Vocabulaire juridique, puf, 12e ��., 2018, p. 473.



法を非難することになるとして, 訴権消滅期間に関する合意が改正以前か

ら認められてきたことも取り上げる｡ このように訴権消滅期間に関する合

意は認められるとするが, 時効との区別が困難であり, ①判決はこの点に

ついては何も判断していないと批判する｡
(63)

(�) そして, �������	は, このような両期間の性質をもって両期間を

区別すべきであるとし, その特徴が明白になる場合として, 裁判官の職権

によって処理されるか否かという基準を示す｡
(64)
すなわち, 期間が証明のた

めのものである場合, 裁判官は職権でこれを処理することができず, その

理由は証明の制度は私益のためのものであるからとしている｡ 他方で, 期

間が訴権消滅のためのものである場合, 裁判官はこれを職権により処理す

ることができ, その理由は民事的な制裁は一般利益のためのものであるか
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(63) Balat, supra note 50, 1243.

なお, 訴権消滅の条項または合意による訴権消滅の問題について何が次の

段階となるであろうか述べた上で, 第１段階は破毀院の他部や事実審裁判

官によりこれらの条項の有効性の確認をすること, 第２段階は観念的にこ

れら条項の性質決定の基準の洗練をすること, 第３段階は今のところ欠陥

のあるこれら条項の法制度の正確さを高めることにあるとする｡ 最後に,

このような状況が, 次の10年間の紛争を助長させるとし, 期間の秩序は存

在せず, 期待は禁じられるとして, 今後もこの問題について紛争が起こる

であろうとする｡

(64) たとえば, すべての民事手続きに関する期間が裁判官の職権によって

処理されるのではなく, 訴訟手続きの滅効 (
��	�
���d’instance) は訴

権消滅期間の規定に服さないため, 滅効は訴権消滅期間としての性質を有

さないとする｡ 反対に, 消費法典では2008年以来, すべての規定について

裁判官が職権でこれを処理することができる｡ また, 民事訴訟法典は, 訴

訟不受理事由 (fins de non-recevoir) については職権による処理を定めて

おり, それは公序の性質を有するであろうとする｡ �������	�supra note 57,

p. 8.



らとしている｡ ただし, 訴権消滅期間が公序のためのものであるというの

には矛盾が残ってしまうとする｡ その理由は, 保護の公序は私益をも保護

するからである｡ このことから, �������	はすべての訴権消滅期間は公

序のためのものであるが, すべての公序のための期間が訴権消滅期間では

ないとしている｡
(65)
これにより, 訴権消滅期間であるか否かの区別基準はあ

くまで制裁を目的としているか否かであって, 公序のための期間であるか

否かではないとしていると理解できる｡

（�) Mignot は, 訴権消滅や失権は民事手続期間の制裁であると考え,

訴権消滅期間は民事手続期間を対象とするものと考えることができるとす

る｡ そして, 時効期間と訴権消滅期間を区別する最善の方法は, 期間の目

的 (objet des 
����) に基づく分類であるとする｡ 具体的には, 権利・債

権に関する期間は時効期間であり, 裁判上の請求やその他の行為を行う自

由に関する期間は訴権消滅期間であるとする｡
(66)
また, 期間を性質決定する

のは裁判官の役目であり, ある期間を訴権消滅期間と性質決定する際には,

本質 (fond) が考慮されるとも指摘している｡ そして, ある期間が訴権消

滅期間であるのは, 迅速に法的関係を安定させることを目的としている場

合または行為が重要な場合であるとしている｡
(67)

（�) Cagnoli は①判決について, 同判決は時効期間と訴権消滅期間との

明確な区別をすることなく妥協したものであると評価している｡ その根拠
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(65) �������	, supra note 57, p. 8.

(66) なお, 原則として, ある期間は時効であり, 法律上の性質決定がなけ

れば, その期間はやはり時効期間であるとしている｡ (Mignot supra note

47, n�112.)

(67) Mignot, supra note 47, n�112.



として, 裁判所は債権者の訴えるための権利に関する期間を定める条項は

訴権消滅期間を構成するとしているが, この理解は, 時効もまた訴えるた

めの権利を妨げる訴訟不受理事由として表れていることを忘れていると指

摘する｡ それでは, どのように時効期間と訴権消滅期間を区別すべきかに

ついては, ｢実をいうと, 当事者による『時効』または『訴権消滅』の語

の使用だけが, 当事者の意思を決定する性質のものである｣ としている｡
(68)

〈まとめ〉

以上, 2008年の改正後に訴権消滅期間に関する合意との関連で時効期

間との区別に言及した学説を概観してきたが, 判断基準に関する統一的な

見解は見出せなかった｡

Balat は当事者が合意により訴権消滅期間を創設することができるとし

ているが, 判例からはその基準を見出すことはできないとしている｡ そこ

で, 各学説の示す基準を見てみると, �������	は時効期間を証明のため

の期間とし, また, 訴権消滅期間を権利不行使に対する制裁と捉えたうえ

で, 当事者間で定められた期間が制裁を目的としているか否かにより両期

間を区別すべきであるとしている｡ また, Mignot も時効期間と訴権消滅

期間を区別する最善の方法は, 期間の目的に基づく分類であるとするが,

その基準は, 権利・債権に関する期間であるか, もしくは, 裁判上の請求

やその他の行為を行う自由に関する期間であるとしており, ある期間が訴

権消滅期間であるのは, 迅速に法的関係を安定させることを目的としてい

る場合, または行為が重要な場合であるとしている｡ Cagnoli は①判決と

同じく, 当事者が期間に関する合意をした際に用いた文言によってしか性
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(68) P. Cagnoli, Cautionnement- La clause qui fixe un terme au droit d’agir du
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質決定できないとする｡

このように, いかなる判断基準により訴権消滅期間と時効期間を区別す

るかについては学説は区々であったといえ, 学説からもその判断基準を見

出すことはできなかった｡ しかしながら, 当事者が合意した期間の性質に

ついて, 当事者がいかなる目的をもって当該期間を定めたのかという点に

着目して, 当該期間が訴権消滅期間であるか時効期間であるかを考えなけ

ればならないことが示されていた点は注目に値するといえるであろう｡

第３節 小括

第２章においても確認したように, 2008年時効法改正時の理解として

は, 訴権消滅期間に関する合意は認められないというものであった｡ この

とき念頭に置かれていたのは民事手続きのための期間といった法定されて

いる訴権消滅期間であって, 円滑な訴訟進行といった公序のための期間で

あったと考えられる｡ これに対し, ①判決や②判決で見られた訴権消滅期

間は, 保証人や債務不履行に陥った者に対する賠償請求に関する期間制限

を目的としていたことから, 先の期間とは趣を異にするものであるといえ

る｡ 実際, 両判決で示された期間は相手方に対して早期の権利行使を促す

ことを目的としており, それにより実現されるのは, 訴権消滅期間内に債

権者に権利を行使させることで契約内容を早期に実現したり, また, 債務

不履行等があった場合には訴権消滅期間内に相手方に対して速やかに損害

賠償請求をさせることで, 契約関係を早期に安定させるといった私益であ

ると理解することができる｡ そのため, 破毀院は訴権消滅期間に関する合

意を認めたものと理解することができるのではないであろうか｡ ただし,

本章第１節においても述べたように, 破毀院は当事者が合意により定めた

期間の性質決定をどのようにして行っているかは明らかにしていない｡

他方で, 2008年時効法改正後の学説においては, 当事者が訴権消滅期
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間を合意により創設することができることを前提に, 当該期間の性質決定

の議論がなされている｡ このような状況は, 時効期間や訴権消滅期間を含

めた権利者の権利等に関する期間について広く私的自治が認められ, また

活用されはじめていることの表れではないであろうか｡ 実際, 法定されて

いる時効期間よりも訴権消滅期間を短く設定することは当事者間での取引

関係の早期確定に資するなど, 当事者の利益につながるものとなる｡ 従来

は訴訟不受理とするために用いられていた訴権消滅期間であったが, これ

とは似て非なるものとして新たな ｢訴権消滅期間｣ (本来であれば別の語

をあてるべきではあるが, フランス法上 ｢forclusion｣ で統一されている

ため, ここではあえて同じ訳語をあてることにする) という概念が改正後

により顕著に見られるようになったといえる｡ そして, 当事者がいかなる

目的をもって当該期間を定めたのかについては, 統一的な見解は示されて

いなかったものの, 期間の性質に着目して解釈する必要があることが指摘

されていた点で興味深いものであったといえる｡

第４章 お わ り に

以上, 本稿では訴権消滅期間に関する合意についてフランスにおいてど

のように捉えられているのか, 2008年改正後における訴権消滅期間の合

意による変更 (創出) に関する判例および学説を概観してきた｡ フランス

においては従来より予定期間に関する議論が行われていたが
(69)
, ここでいう

予定期間 (訴権消滅期間を含む) はその名の通り, あらかじめ起算点が固

定されている法定されている期間を指しているものと理解できる (上訴の

ための１か月の期間など)｡ これに対し, 本稿で取り上げた破毀院商事部

2016年１月26日判決においてみられた訴権消滅期間に関する合意とは,
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法定されている期間について合意によりその長さを変更したものではなく,

当事者が権利行使を促すことを目的として創出したものであると理解する

ことができる｡ そのため, 少なくとも法定されている訴権消滅期間とは異

なる性質を帯びた期間であるといえるのではないであろうか｡ このように

理解すると, 期間の合意による創出については, 契約当事者の意思の解釈

というものが必要になってくると思われる｡ その際, 当事者が単に期間を

定めたにとどまる場合, 2254条に定められる時効期間の合意による変更

であるのか, 当事者間での訴権消滅期間の創出であるのかは文言のみでは

判断できないおそれもある｡ この点で, 学説はいかなる目的をもって定め

られた期間であるのかに着目していると考えられる｡ そして, それは従来

の訴権消滅期間の変更, 訴権消滅期間の創出, 時効期間の合意による変更,

のいずれであるのかを確定するために必要な視点であるといえる｡ このよ

うに理解すれば, 単に法定されているか否かだけでは判断できない問題で

あること, 破毀院が旧1134条を根拠として判断していることもつじつま

が合い, 2008年時効法改正時に述べられていた訴権消滅期間に関する合

意は認められないという説明とも整合性がとれるものと思われる｡

そして, このような判断は2016年１月26日判決によって2008年改正後

初めて認められたものと評釈においても述べられているように, 2220条

との関連を含めての議論はこれから発展していくものと考えられる｡ なお,

当事者が「forclusion」の語を用いたわけではなく, 裁判所が「forclusion」

であるとの性質決定を行っているのであるが, これは2254条の適用がな

いということ, 当事者が合意した際の文言を字義どおりに解釈すれば期間

満了の効果が訴権の消滅であると理解できることから「forclusion」の語

をあてたものと理解できる｡ とすると, 本来は別の語を充てるべきであろ

う｡ そして, 今後は創出された期間に他の時効の規定の適用があるのか,

2220条にいう「forclusion」と同様の扱いをしていいのかについて, 期間
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の性質に立ち返って議論することになってくると思われる｡ 日本において

も当事者が契約により権利行使期間を創出していることから, 日本法の検

討においても当事者の合意の目的や契約・権利の性質に着目した解釈が必

要になってくるものと思われる｡

なお, 本稿で取り上げることのできる判例や学説が限定されてしまった

が, 今後の議論の蓄積を期待し, フランス法における合意による訴権消滅

期間の創出に関する詳細な検討は他日を期したい｡
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La nature des ������conventionnel entre les parties

Ikuma KAWAKAMI

Table des ��	�
��

Chapitre 1 : Introduction

Chapitre 2 : Sommaire du �����de forclusion

Chapitre 3 : De ���	sur ����������	conventionnel du �����de forclusion

Chapitre 4 : Conclusion

Une part l’article 2254 du Code civil dispose que �La �����de la prescrip-

tion peut �	��������ou ��������par accord des parties�. D’autre part,

l’article 2220 du Code civil dispose que �Les ������de forclusion ne sont pas,

sauf dispositions contraires �������par la loi, �����par le ������	titre�. Si

on ��������	ensemble ces articles, les parties ne puissent pas ��������de

�����de forclusion. Aussi au ����	�le rapporteur avait dit que les ������de

forclusion devaient avoir un point de �����	����������, �����par les lois qui

les ont ���	�����ou, ������	, par la jurisprudence, et ne sont susceptibles ni

de suspension ni ������������	contractuel.

Mais La Cour de cassation a admit sans doute possible la ������	�des

clauses de forclusion (Cass. Com., 26 janvier 2016, Bull. Civ.Ⅰ, n�12.). Cet

����	a dit seulement �la clause qui fixe un terme au droit d’agir du ���������

institue un �����de forclusion�. Le fondement dont les parties peuvent

��������est incertain.

C’est ainsi que nous recherchont des ���	
��de la distinction ces ������.


